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（
一
）
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
強
制
退
去
必
要
条
件
を
満
た
さ
な
い
た
め
、
日
本
に
滞
留
す
る
ミ
ャ
ン
マ
ー
人
」
が
ど
の
よ
う
な
者
を
指
す

の
か
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
ミ
ャ
ン
マ
ー
連
邦
の
国
籍
を
有
す
る
外
国
人
で
、
退
去
強
制
令
書
の
発
付
を
受
け
た

も
の
の
送
還
さ
れ
て
い
な
い
者
は
、
平
成
十
三
年
十
二
月
七
日
現
在
、
四
十
人
で
あ
り
、
こ
の
う
ち
、
有
効
な
旅
券
を
所
持

し
て
い
な
い
者
で
、
同
日
ま
で
に
同
国
大
使
館
に
旅
券
の
発
給
を
申
請
し
た
こ
と
の
あ
る
者
は
な
い
。

（
二
）
及
び
（
三
）
に
つ
い
て

退
去
強
制
手
続
に
お
い
て
、
ミ
ャ
ン
マ
ー
連
邦
を
含
む
他
国
の
旅
券
発
給
制
度
に
よ
り
、
我
が
国
に
不
利
益
が
生
じ
て
い

る
と
は
認
識
し
て
い
な
い
。
今
後
と
も
、
退
去
強
制
手
続
の
運
用
に
つ
い
て
は
、
法
令
に
従
い
適
切
に
対
処
し
て
ま
い
り
た

い
。


